
  

平成２０年第３回御代田町議会定例会 

議事日程（第４号） 

 

平成２０年９月１６日 

 

議案・請願に対する審査報告、表決 

日程第 １ 議案第６３号 御代田町特別職報酬等審議会条例の一部を改正する条例案に

ついて 

日程第 ２ 議案第６４号 議会の議員の報酬及び費用弁償等に関する条例の一部を改正

する条例案について 

日程第 ３ 議案第６５号 御代田町議会政務調査費の交付に関する条例の一部を改正す

る条例案について 

日程第 ４ 議案第６６号 ふるさとみよた寄付条例を制定する条例案について 

日程第 ５ 議案第６７号 御代田町保育料徴収条例の一部を改正する条例案について 

日程第 ６ 議案第６９号 平成１９年度御代田町一般会計歳入歳出決算の認定について 

日程第 ７ 議案第７０号 平成１９年度御代田財産区特別会計歳入歳出決算の認定につ

いて 

日程第 ８ 議案第７１号 平成１９年度小沼地区財産管理特別会計歳入歳出決算の認定

について 

日程第 ９ 議案第７２号 平成１９年度御代田町国民健康保険事業勘定特別会計歳入歳

出決算の認定について 

日程第１０ 議案第７３号 平成１９年度御代田町老人保健医療特別会計歳入歳出決算の

認定について 

日程第１１ 議案第７４号 平成１９年度御代田町介護保険事業勘定特別会計歳入歳出決

算の認定について 

日程第１２ 議案第７５号 平成１９年度御代田町住宅新築資金等貸付事業特別会計歳入

歳出決算の認定について 

日程第１３ 議案第７６号 平成１９年度御代田町簡易水道事業特別会計歳入歳出決算の

認定について 



  

日程第１４ 議案第７７号 平成１９年度小沼地区簡易水道事業特別会計歳入歳出決算の

認定について 

日程第１５ 議案第７８号 平成１９年度御代田町公共下水道事業特別会計歳入歳出決算

の認定について 

日程第１６ 議案第７９号 平成１９年度御代田町農業集落排水事業特別会計歳入歳出決

算の認定について 

日程第１７ 議案第８０号 平成１９年度御代田町個別排水処理施設整備事業特別会計歳

入歳出決算の認定について 

日程第１８ 議案第８１号 平成２０年度御代田町一般会計補正予算案について 

日程第１９ 議案第８２号 平成２０年度御代田町御代田財産区特別会計補正予算案につ

いて 

日程第２０ 議案第８３号 平成２０年度御代田町小沼地区財産管理特別会計補正予算案

について 

日程第２１ 議案第８４号 平成２０年度御代田町国民健康保険事業勘定特別会計補正予

算案について 

日程第２２ 議案第８５号 平成２０年度御代田町介護保険事業勘定特別会計補正予算案

について 

日程第２３ 議案第８６号 平成２０年度御代田町後期高齢者医療特別会計補正予算案に

ついて 

日程第２４ 議案第８７号 平成２０年度御代田町簡易水道事業特別会計補正予算案につ

いて 

日程第２５ 議案第８８号 平成２０年度御代田町小沼地区簡易水道事業特別会計補正予

算案について 

日程第２６ 議案第８９号 平成２０年度御代田町公共下水道事業特別会計補正予算案に

ついて 

日程第２７ 議案第９０号 平成２０年度御代田町農業集落排水事業特別会計補正予算案

について 

日程第２８ 請願第 １号 「協同出資・協同経営で働く協同組合法」（仮称）の速やかな

制定について意見書の提出を求める請願 

議案上程 



  

日程第２９ 意見案第１号 「協同出資・協同経営で働く協同組合法」（仮称）の速やかな

制定を求める意見書案について 

日程第３０ 意見案第２号 原油価格高騰に伴う支援対策の拡充に関する意見書案につい

て 

日程第３１ 発議第 ２号 御代田町議会会議規則の一部を改正する規則案について 
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 １９１

第３回定例会会議録 

 

平成２０年 ９月１６日（火） 

開  議  午前１０時００分 

 

〇議長（内堀千恵子君） 改めまして、おはようございます。 

 これより、休会中の本会議を再開いたします。 

 ただいまの出席議員は１３名、全員の出席であります。 

 理事者側でも、全員の出席であります。 

 直ちに本日の会議を開きます。 

 本日の議事日程は、あらかじめお手元に配付したとおりであります。 

 これより委員長報告を求めます。 

 去る９月５日の本会議において、各常任委員会に付託となり、審議・審査願いま

した議案について、日程に従いまして各常任委員長から報告願います。 

 

－－－日程第１ 議案第６３号 御代田町特別職報酬等審議会条例の一部を 

                         改正する条例案について－－－ 

－－－日程第２ 議案第６４号 議会の議員の報酬及び費用弁償等に関する 

                条例の一部を改正する条例案について－－－ 

－－－日程第３ 議案第６５号 御代田町議会政務調査費の交付に関する 

                条例の一部を改正する条例案について－－－ 

－－－日程第４ 議案第６６号 ふるさとみよた寄付条例を制定する 

                          条例案について－－－ 

〇議長（内堀千恵子君） 日程第１ 議案第６３号 御代田町特別職報酬等審議会条例の

一部を改正する条例案について、日程第２ 議案第６４号 議会の議員の報酬及び

費用弁償等に関する条例の一部を改正する条例案について、日程第３ 議案第６５

号 御代田町議会政務調査費の交付に関する条例の一部を改正する条例案につい

て、日程第４ 議案第６６号 ふるさとみよた寄付条例を制定する条例案について、

委員長の報告を求めます。 

 栁澤嘉勝総務福祉文教常任委員長。 



 １９２

（総務福祉文教常任委員長 栁澤嘉勝君 登壇） 

〇総務福祉文教常任委員長（栁澤嘉勝君） 

平成２０年９月１６日 

 御代田町議会議長 内堀千恵子様 

総務福祉文教常任委員長 栁澤嘉勝 

 委員会審査報告書 

 議案第６３号 御代田町特別職報酬等審議会条例の一部を改正する条例案につ

いて 

 議案第６４号 議会の議員の報酬及び費用弁償等に関する条例の一部を改正す

る条例案について 

 議案第６５号 御代田町議会政務調査費の交付に関する条例の一部を改正する

条例案について 

 議案第６６号 ふるさとみよた寄付条例を制定する条例案について 

 本委員会は、上記議案について審査した結果、原案どおり可決すべきものと決定

しましたから、会議規則第７７条の規定により、報告します。 

〇議長（内堀千恵子君） 以上で、総務福祉文教常任委員長からの報告を終わります。 

 ただいま総務福祉文教常任委員長から報告がありました、議案第６３号から議案

第６６号についてを、一括議題といたします。 

 これより、委員長報告に対する質疑に入ります。 

 質疑のある方は挙手を願います。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

 質疑なしと認めます。 

 これをもって質疑を終結いたします。 

 お諮りいたします。 

 議案第６３号から議案第６６号については、討論を省略し、直ちに一括して採決

に付したいと思います。 

 これにご異議ございませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

 異議なしと認め、討論を省略し、一括して採決いたします。 

 委員長報告は、原案可決であります。 



 １９３

 委員長報告のとおり決するに賛成の諸君の挙手を求めます。 

（賛成者挙手） 

 挙手、全員であります。 

 よって、議案第６３号 御代田町特別職報酬等審議会条例の一部を改正する条例

案について、議案第６４号 議会の議員の報酬及び費用弁償等に関する条例の一部

を改正する条例案について、議案第６５号 御代田町議会政務調査費の交付に関す

る条例の一部を改正する条例案について、議案第６６号 ふるさとみよた寄付条例

を制定する条例案については、委員長報告のとおり決しました。 

 

－－－日程第５ 議案第６７号 御代田町保育料徴収条例の一部を改正する 

                          条例案について－－－ 

〇議長（内堀千恵子君） 日程第５ 議案第６７号 御代田町保育料徴収条例の一部を改

正する条例案について、委員長の報告を求めます。 

 古越 弘町民建設経済常任委員長。 

（町民建設経済常任委員長 古越 弘君 登壇） 

〇町民建設経済常任委員長（古越 弘君） 

平成２０年９月１６日 

 御代田町議会議長 内堀千恵子様 

町民建設経済常任委員長 古越 弘 

 委員会審査報告書 

 議案第６７号 御代田町保育料徴収条例の一部を改正する条例案について 

 本委員会は、上記議案について審査した結果、原案どおり可決すべきものと決定

しましたから、会議規則第７７条の規定により、報告します。 

〇議長（内堀千恵子君） 以上で、町民建設経済常任委員長からの報告を終わります。 

 ただいま町民建設経済常任委員長から報告がありました、議案第６７号について

を議題といたします。 

 これより、委員長報告に対する質疑に入ります。 

 質疑のある方は挙手を願います。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

 質疑なしと認めます。 



 １９４

 これをもって質疑を終結いたします。 

 お諮りいたします。 

 議案第６７号については、討論を省略し、直ちに採決に付したいと思います。 

 これにご異議ございませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

 異議なしと認め、討論を省略し、採決いたします。 

 委員長報告は、原案可決であります。 

 委員長報告のとおり決するに、賛成の諸君の挙手を求めます。 

（賛成者挙手） 

 挙手、全員であります。 

 よって、議案第６７号 御代田町保育料徴収条例の一部を改正する条例案につい

ては、委員長報告のとおり決しました。 

 

－－－日程第６ 議案第６９号 平成１９年度御代田町一般会計 

                       歳入歳出決算の認定について－－－ 

〇議長（内堀千恵子君） 日程第６ 議案第６９号 平成１９年度御代田町一般会計歳入

歳出決算の認定について、委員長の報告を求めます。 

 栁澤嘉勝総務福祉文教常任委員長。 

（総務福祉文教常任委員長 栁澤嘉勝君 登壇） 

〇総務福祉文教常任委員長（栁澤嘉勝君） 

平成２０年９月１６日 

 御代田町議会議長 内堀千恵子様 

総務福祉文教常任委員長 栁澤嘉勝 

 委員会審査報告書 

 議案第６９号 平成１９年度御代田町一般会計歳入歳出決算の認定について 

（総務福祉文教常任委員会付託分） 

 本委員会は、上記議案について審査した結果、原案どおり可決すべきものと決定

しましたから、会議規則第７７条の規定により、報告します。 

〇議長（内堀千恵子君） ただいま、総務福祉文教常任委員長から報告がありましたが、

本案については、町民建設経済常任委員会にも付託してありますので、町民建設経



 １９５

済常任委員会の中で報告事項がありましたら、委員長から報告願います。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

 報告事項ないものと認めます。 

 以上で、各常任委員長からの報告を終わります。 

 ただいま、各常任委員長から報告がありました議案第６９号についてを議題とい

たします。 

 これより、委員長報告に対する質疑に入ります。 

 質疑のある方は挙手を願います。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

 質疑なしと認めます。 

 これをもって質疑を終結いたします。 

 お諮りいたします。 

 議案第６９号は、討論を省略し、直ちに採決に付したいと思います。 

 これにご異議ございませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

 異議なしと認め、討論を省略し、採決いたします。 

 委員長報告は、原案可決であります。 

 委員長報告のとおり決するに賛成の諸君の挙手を求めます。 

（賛成者挙手） 

 挙手、全員であります。 

 よって、日程第６ 議案第６９号 平成１９年度御代田町一般会計歳入歳出決算

の認定については、委員長報告のとおり決しました。 

 

－－－日程第７ 議案第７０号 平成１９年度御代田財産区特別会計歳入歳出 

                        決算の認定について－－－ 

－－－日程第８ 議案第７１号 平成１９年度小沼地区財産管理特別会計 

                    歳入歳出決算の認定について－－－ 

－－－日程第９ 議案第７２号 平成１９年度御代田町国民健康保険事業勘定 

                特別会計歳入歳出決算の認定について－－－ 

－－－日程第１０ 議案第７３号 平成１９年度御代田町老人保健医療 



 １９６

                特別会計歳入歳出決算の認定について－－－ 

－－－日程第１１ 議案第７４号 平成１９年度御代田町介護保険事業勘定 

                特別会計歳入歳出決算の認定について－－－ 

〇議長（内堀千恵子君） 日程第７ 議案第７０号 平成１９年度御代田財産区特別会計

歳入歳出決算の認定について、日程第８ 議案第７１号 平成１９年度小沼地区財

産管理特別会計歳入歳出決算の認定について、日程第９ 議案第７２号 平成１９

年度御代田町国民健康保険事業勘定特別会計歳入歳出決算の認定について、日程第

１０ 議案第７３号 平成１９年度御代田町老人保健医療特別会計歳入歳出決算

の認定について、日程第１１ 議案第７４号 平成１９年度御代田町介護保険事業

勘定特別会計歳入歳出決算の認定について、委員長の報告を求めます。 

 栁澤嘉勝総務福祉文教常任委員長。 

（総務福祉文教常任委員長 栁澤嘉勝君 登壇） 

〇総務福祉文教常任委員長（栁澤嘉勝君） 

平成２０年９月１６日 

 御代田町議会議長 内堀千恵子様 

総務福祉文教常任委員長 栁澤嘉勝 

 委員会審査報告書 

 議案第７０号 平成１９年度御代田町財産区特別会計歳入歳出決算の認定につ

いて 

 議案第７１号 平成１９年度小沼地区財産管理特別会計歳入歳出決算の認定に

ついて 

 議案第７２号 平成１９年度御代田町国民健康保険事業勘定特別会計歳入歳出

決算の認定について 

 議案第７３号 平成１９年度御代田町老人保健医療特別会計歳入歳出決算の認

定について 

 議案第７４号 平成１９年度御代田町介護保険事業勘定特別会計歳入歳出決算

の認定について 

 本委員会は、上記議案について審査した結果、原案どおり可決すべきものと決定

しましたから、会議規則第７７条の規定により、報告します。 

〇議長（内堀千恵子君） 以上で、総務福祉文教常任委員長からの報告を終わります。 



 １９７

 ただいま、総務福祉文教常任委員長から報告がありました議案第７０号から議案

第７４号についてを、一括議題といたします。 

 これより、委員長報告に対する質疑に入ります。 

 質疑のある方は挙手を願います。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

 質疑なしと認めます。 

 これをもって質疑を終結いたします。 

 お諮りいたします。 

 議案第７０号から議案第７４号については、討論を省略し、直ちに一括して採決

に付したいと思います。 

 これにご異議ございませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

 異議なしと認め、討論を省略し、一括して採決いたします。 

 委員長報告は、原案可決であります。 

 委員長報告のとおり決するに賛成の諸君の挙手を求めます。 

（賛成者挙手） 

 挙手、全員であります。 

 よって、議案第７０号 平成１９年度御代田町財産区特別会計歳入歳出決算の認

定について、議案第７１号 平成１９年度小沼地区財産管理特別会計歳入歳出決算

の認定について、議案第７２号 平成１９年度御代田町国民健康保険事業勘定特別

会計歳入歳出決算の認定について、議案第７３号 平成１９年度御代田町老人保健

医療特別会計歳入歳出決算の認定について、議案第７４号 平成１９年度御代田町

介護保険事業勘定特別会計歳入歳出決算の認定については、委員長報告のとおり決

しました。 

 

－－－日程第１２ 議案第７５号 平成１９年度御代田町住宅新築資金等 

            貸付事業特別会計歳入歳出決算の認定について－－－ 

－－－日程第１３ 議案第７６号 平成１９年度御代田町簡易水道事業特別会計 

                    歳入歳出決算の認定について－－－ 

－－－日程第１４ 議案第７７号 平成１９年度小沼地区簡易水道事業 



 １９８

                特別会計歳入歳出決算の認定について－－－ 

－－－日程第１５ 議案第７８号 平成１９年度御代田町公共下水道事業 

                特別会計歳入歳出決算の認定について－－－ 

－－－日程第１６ 議案第７９号 平成１９年度御代田町農業集落排水事業 

                特別会計歳入歳出決算の認定について－－－ 

－－－日程第１７ 議案第８０号 平成１９年度御代田町個別排水処理施設 

            整備事業特別会計歳入歳出決算の認定について－－－ 

〇議長（内堀千恵子君） 日程第１２ 議案第７５号 平成１９年度御代田町住宅新築資

金等貸付事業特別会計歳入歳出決算の認定について、日程第１３ 議案第７６号平

成１９年度御代田町簡易水道事業特別会計歳入歳出決算の認定について、日程第

１４ 議案第７７号 平成１９年度小沼地区簡易水道事業特別会計歳入歳出決算

の認定について、日程第１５ 議案第７８号 平成１９年度御代田町公共下水道事

業特別会計歳入歳出決算の認定について、日程第１６ 議案第７９号 平成１９年

度御代田町農業集落排水事業特別会計歳入歳出決算の認定について、日程第１７ 

議案第８０号 平成１９年度御代田町個別排水処理施設整備事業特別会計歳入歳

出決算の認定について、委員長の報告を求めます。 

 古越 弘町民建設経済常任委員長。 

（町民建設経済常任委員長 古越 弘君 登壇） 

〇町民建設経済常任委員長（古越 弘君） 

平成２０年９月１６日 

 御代田町議会議長 内堀千恵子様 

町民建設経済常任委員長 古越 弘 

 委員会審査報告書 

 議案第７５号 平成１９年度御代田町住宅新築資金等貸付事業特別会計歳入歳

出決算の認定について 

 議案第７６号 平成１９年度御代田町簡易水道事業特別会計歳入歳出決算の認

定について 

 議案第７７号 平成１９年度小沼地区簡易水道事業特別会計歳入歳出決算の認

定について 

 議案第７８号 平成１９年度御代田町公共下水道事業特別会計歳入歳出決算の



 １９９

認定について 

 議案第７９号 平成１９年度御代田町農業集落排水事業特別会計歳入歳出決算

の認定について 

 議案第８０号 平成１９年度御代田町個別排水処理施設整備事業特別会計歳入

歳出決算の認定について 

 本委員会は、上記議案について審査した結果、原案どおり可決すべきものと決定

しましたから、会議規則第７７条の規定により報告します。 

〇議長（内堀千恵子君） 以上で、町民建設経済常任委員長からの報告を終わります。 

 ただいま、町民建設経済常任委員長から報告がありました議案第７５号から議案

第８０号についてを、一括議題といたします。 

 これより、委員長報告に対する質疑に入ります。 

 質疑のある方は挙手を願います。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

 質疑なしと認めます。 

 これをもって、質疑を終結いたします。 

 お諮りいたします。 

 議案第７５号から議案第８０号については、討論を省略し、直ちに一括して採決

に付したいと思います。 

 これにご異議ございませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

 異議なしと認め、討論を省略し、一括して採決いたします。 

 委員長報告は原案可決であります。 

 委員長報告のとおり決するに賛成の諸君の挙手を求めます。 

（賛成者挙手） 

 挙手、全員であります。 

 よって、議案第７５号 平成１９年度御代田町住宅新築資金等貸付事業特別会計

歳入歳出決算の認定について、議案第７６号 平成１９年度御代田町簡易水道事業

特別会計歳入歳出決算の認定について、議案第７７号 平成１９年度小沼地区簡易

水道事業特別会計歳入歳出決算の認定について、議案第７８号 平成１９年度御代

田町公共下水道事業特別会計歳入歳出決算の認定について、議案第７９号 平成



 ２００

１９年度御代田町農業集落排水事業特別会計歳入歳出決算の認定について、議案第

８０号 平成１９年度御代田町個別排水処理施設整備事業特別会計歳入歳出決算

の認定については、委員長報告のとおり決しました。 

 

－－－日程第１８ 議案第８１号 平成２０年度御代田町一般会計補正予算案 

                             について－－－ 

〇議長（内堀千恵子君） 日程第１８ 議案第８１号 平成２０年度御代田町一般会計補

正予算案について、委員長の報告を求めます。 

 栁澤嘉勝総務福祉文教常任委員長。 

（総務福祉文教常任委員長 栁澤嘉勝君 登壇） 

〇総務福祉文教常任委員長（栁澤嘉勝君） 

平成２０年９月１６日 

 御代田町議会議長 内堀千恵子様 

総務福祉文教常任委員長 栁澤嘉勝 

 委員会審査報告書 

 議案第８１号 平成２０年度御代田町一般会計補正予算案について 

（総務福祉文教常任委員会付託分） 

 本委員会は、上記議案について審査した結果、原案どおり可決すべきものと決定

しましたから、会議規則第７７条の規定により報告いたします。 

〇議長（内堀千恵子君） 以上で、総務福祉文教常任委員長から報告がありましたが、本

案については町民建設経済常任委員会にも付託してありますので、町民建設経済常

任委員会の中で報告事項がありましたら、委員長から報告願います。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

 報告事項ないものと認めます。 

 以上で、各常任委員長からの報告を終わります。 

 ただいま、各常任委員長から報告がありました、議案第８１号についてを議題と

いたします。 

 これより、委員長報告に対する質疑に入ります。 

 質疑のある方は挙手を願います。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 



 ２０１

 質疑なしと認めます。 

 これをもって質疑を終結いたします。 

 お諮りいたします。 

 議案第８１号は、討論を省略し、直ちに採決に付したいと思います。 

 これにご異議ございませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

 異議なしと認め、討論を省略し、採決いたします。 

 委員長報告は、原案可決であります。 

 委員長報告のとおり決するに賛成の諸君の挙手を求めます。 

（賛成者挙手） 

 挙手、全員であります。 

 よって、議案第８１号 平成２０年度御代田町一般会計補正予算案については、

委員長報告のとおり決しました。 

 

－－－日程第１９ 議案第８２号 平成２０年度御代田町御代田財産区 

                    特別会計補正予算案について－－－ 

－－－日程第２０ 議案第８３号 平成２０年度御代田町小沼地区財産管理 

                    特別会計補正予算案について－－－ 

－－－日程第２１ 議案第８４号 平成２０年度御代田町国民健康保険 

                事業勘定特別会計補正予算案について－－－ 

－－－日程第２２ 議案第８５号 平成２０年度御代田町介護保険事業勘定 

                    特別会計補正予算案について－－－ 

－－－日程第２３ 議案第８６号 平成２０年度御代田町後期高齢者医療 

                    特別会計補正予算案について－－－ 

〇議長（内堀千恵子君） 日程第１９ 議案第８２号 平成２０年度御代田町御代田財産

区特別会計補正予算案について、日程第２０ 議案第８３号 平成２０年度御代田

町小沼地区財産管理特別会計補正予算案について、日程第２１ 議案第８４号 平

成２０年度御代田町国民健康保険事業勘定特別会計補正予算案について、日程第

２２ 議案第８５号 平成２０年度御代田町介護保険事業勘定特別会計補正予算

案について、日程第２３ 議案第８６号 平成２０年度御代田町後期高齢者医療特



 ２０２

別会計補正予算案について、委員長の報告を求めます。 

 栁澤嘉勝総務福祉文教常任委員長。 

（総務福祉文教常任委員長 栁澤嘉勝君 登壇） 

〇総務福祉文教常任委員長（栁澤嘉勝君） 

平成２０年９月１６日 

 御代田町議会議長 内堀千恵子様 

総務福祉文教常任委員長 栁澤嘉勝 

 委員会審査報告書 

 議案第８２号 平成２０年度御代田町御代田財産区特別会計補正予算案につい

て 

 議案第８３号 平成２０年度御代田町小沼地区財産管理特別会計補正予算案に

ついて 

 次のページをお開きください。 

 議案第８４号 平成２０年度御代田町国民健康保険事業勘定特別会計補正予算

案について 

 議案第８５号 平成２０年度御代田町介護保険事業勘定特別会計補正予算案に

ついて 

 議案第８６号 平成２０年度御代田町後期高齢者医療特別会計補正予算案につ

いて 

 本委員会は、上記議案について審査した結果、原案どおり可決すべきものと決定

しましたから、会議規則第７７条の規定により報告いたします。 

〇議長（内堀千恵子君） 以上で、総務福祉文教常任委員長からの報告を終わります。 

 ただいま総務福祉文教常任委員長から報告がありました議案第８２号から議案

第８６号についてを、一括議題といたします。 

 これより、委員長報告に対する質疑に入ります。 

 質疑のある方は挙手を願います。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

 質疑なしと認めます。 

 これをもって質疑を終結いたします。 

 お諮りいたします。 



 ２０３

 議案第８２号から議案第８６号については、討論を省略し、直ちに一括して採決

に付したいと思います。 

 これにご異議ございませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

 異議なしと認め、討論を省略し、一括して採決いたします。 

 委員長報告は、原案可決であります。 

 委員長報告のとおり決するに賛成の諸君の挙手を求めます。 

（賛成者挙手） 

 挙手、全員であります。 

 よって、議案第８２号 平成２０年度御代田町御代田財産区特別会計補正予算案

について、議案第８３号 平成２０年度御代田町小沼地区財産管理特別会計補正予

算案について、議案第８４号 平成２０年度御代田町国民健康保険事業勘定特別会

計補正予算案について、議案第８５号 平成２０年度御代田町介護保険事業勘定特

別会計補正予算案について、議案第８６号 平成２０年度御代田町後期高齢者医療

特別会計補正予算案については、委員長報告のとおり決しました。 

 

－－－日程第２４ 議案第８７号 平成２０年度御代田町簡易水道事業特別会計 

                        補正予算案について－－－ 

－－－日程第２５ 議案第８８号 平成２０年度御代田町小沼地区簡易水道事業 

                    特別会計補正予算案について－－－ 

－－－日程第２６ 議案第８９号 平成２０年度御代田町公共下水道事業 

                    特別会計補正予算案について－－－ 

－－－日程第２７ 議案第９０号 平成２０年度御代田町農業集落排水事業 

                    特別会計補正予算案について－－－ 

〇議長（内堀千恵子君） 日程第２４ 議案第８７号 平成２０年度御代田町簡易水道事

業特別会計補正予算案について、日程第２５ 議案第８８号 平成２０年度御代田

町小沼地区簡易水道事業特別会計補正予算案について、日程第２６ 議案第８９号 

平成２０年度御代田町公共下水道事業特別会計補正予算案について、日程第２７ 

議案第９０号 平成２０年度御代田町農業集落排水事業特別会計補正予算案につ

いて、委員長の報告を求めます。 



 ２０４

 古越 弘町民建設経済常任委員長。 

（町民建設経済常任委員長 古越 弘君 登壇） 

〇町民建設経済常任委員長（古越 弘君） 

平成２０年９月１６日 

 御代田町議会議長 内堀千恵子様 

町民建設経済常任委員長 古越 弘 

 委員会審査報告書 

 議案第８７号 平成２０年度御代田町簡易水道事業特別会計補正予算案につい

て 

 議案第８８号 平成２０年度御代田町小沼地区簡易水道事業特別会計補正予算

案について 

 議案第８９号 平成２０年度御代田町公共下水道事業特別会計補正予算案につ

いて 

 議案第９０号 平成２０年度御代田町農業集落排水事業特別会計補正予算案に

ついて 

 本委員会は、上記議案について審査した結果、原案どおり可決すべきものと決定

しましたから、会議規則第７７条の規定により報告します。 

〇議長（内堀千恵子君） 以上で、町民建設経済常任委員長からの報告を終わります。 

 ただいま、町民建設経済常任委員長から報告がありました、議案第８７号から議

案第９０号についてを、一括議題といたします。 

 これより、委員長報告に対する質疑に入ります。 

 質疑のある方は挙手を願います。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

 質疑なしと認めます。 

 これをもって質疑を終結いたします。 

 お諮りいたします。 

 議案第８７号から議案第９０号については、討論を省略し、直ちに一括して採決

に付したいと思います。 

 これにご異議ございませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 



 ２０５

 異議なしと認め、討論を省略し、採決いたします。 

 委員長報告は、原案可決であります。 

 委員長報告のとおり決するに賛成の諸君の挙手を求めます。 

（賛成者挙手） 

 挙手、全員であります。 

 よって、議案第８７号 平成２０年度御代田町簡易水道事業特別会計補正予算案

について、議案第８８号 平成２０年度御代田町小沼地区簡易水道事業特別会計補

正予算案について、議案第８９号 平成２０年度御代田町公共下水道事業特別会計

補正予算案について、議案第９０号 平成２０年度御代田町農業集落排水事業特別

会計補正予算案については、委員長報告のとおり決しました。 

 

－－－日程第２８ 請願第１号 「協同出資・協同経営で働く協同組合法」 

  （仮称）の速やかな制定について意見書の提出を求める請願について－－－ 

〇議長（内堀千恵子君） 日程第２８ 請願第１号 「協同出資・協同経営で働く協同組

合法」（仮称）の速やかな制定について意見書の提出を求める請願についての、審

査報告を求めます。 

 古越 弘町民建設経済常任委員長。 

（町民建設経済常任委員長 古越 弘君 登壇） 

〇町民建設経済常任委員長（古越 弘君） ４ページをお開きください。 

 請願審査報告書 

１．審査の結果 

 （１）採択とすべきもの 

  １．件 名 請願第１号 「協同出資・協同経営で働く協同組合法」（仮称）

の速やかな制定について意見書の提出を求める請

願 

        （９月５日の議会において付託） 

         意見書を提出すべきである。 

 本委員会においては、上記のとおり処理することを適当と認める旨決したので、

以上報告します。 

平成２０年９月１６日 



 ２０６

 御代田町議会議長 内堀千恵子様 

町民建設経済常任委員長 古越 弘 

〇議長（内堀千恵子君） 以上で、町民建設経済常任委員長からの報告を終わります。 

 ただいま町民建設経済常任委員長から報告がありました、請願第１号を議題とい

たします。 

 これより、委員長報告に対する質疑に入ります。 

 質疑のある方は挙手を願います。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

 質疑なしと認めます。 

 これをもって質疑を終結いたします。 

 お諮りいたします。 

 請願第１号は、討論を省略し、直ちに採決に付したいと思います。 

 これにご異議ございませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

 異議なしと認め、討論を省略し、採決いたします。 

 委員長報告は、請願第１号については、採択とのことであります。 

 委員長の報告のとおり決するに賛成の諸君の挙手を求めます。 

（賛成者挙手） 

 挙手、全員であります。 

 よって、請願第１号 「協同出資・協同経営で働く協同組合法」（仮称）の速や

かな制定について意見書の提出を求める請願については、委員長報告のとおり決し

ました。 

 

－－－日程第２９ 意見案第１号 「協同出資・協同経営で働く協同組合法」 

          （仮称）の速やかな制定を求める意見書案について－－－ 

〇議長（内堀千恵子君） 日程第２９ 意見案第１号 「協同出資・協同経営で働く協同

組合法」（仮称）の速やかな制定を求める意見書案についてを議題といたします。 

 意見書案の朗読をいたします。 

 荻原謙一議会事務局長。 

（議会事務局長 荻原謙一君 登壇） 



 ２０７

〇議会事務局長（荻原謙一君） 

 意見案第１号 「協同出資・協同経営で働く協同組合法」（仮称）の速やかな制

定を求める意見書案について 

 上記意見案を御代田町議会会議規則第１４条の規定により、別紙のとおり提出し

ます。 

平成２０年９月１６日 

 御代田町議会議長 内堀千恵子様 

提出者  御代田町議会議員 古 越   弘 

賛成者  御代田町議会議員 武 井   武 

        〃     荻 原 達 久 

        〃     土 屋   実 

        〃     内 堀 恵 人 

        〃     朝 倉 謙 一 

        〃     市 村 千恵子 

 ６ページをお開きください。 

 「協同出資・協同経営で働く協同組合法」（仮称）の速やかな制定を求める意見

書（案） 

 急速な少子・高齢化により、年金・医療・福祉などの社会保障制度はもちろんの

こと、労働環境にも大きな変化の波が押し寄せ、働くことに困難を抱える人々が増

加し、社会問題となっています。また、近年の急速な構造改革により、経済、雇用、

産業などのさまざまな分野や地域間において格差が生じ、とりわけ、労働環境の問

題は深刻さを増しており、失業とあわせて、「ワーキングプア」「ネットカフェ難民」

「偽装請負」などの新たな貧困と労働の商品化が広がっています。さらには、障が

いを抱える人々や、社会とのつながりをつくれない若者など、働きたくても働けな

い人々の増大は、日本全国を覆う共通した課題です。 

 こうした中、市民自身が協同で地域に必要なサービスを事業化し、社会に貢献す

る喜びや尊厳を大切にして働き、人と人とのつながりとコミュニティの再生を目指

す「協同労働」という新しい働き方が注目されています。地域社会においても、自

由競争を前提とした経済システムの中では成り立ちにくい「安全な食、高齢者支援、

子育て支援、環境保全、障がい者の就労」などに関する非営利事業へのニーズが飛



 ２０８

躍的に高まっている状況にあります。また、労働者協同組合（ワーカーズコープ）、

ワーカーズコレクティブ、農村女性ワーカーズ、障がい者団体などにおいて、多く

の人々がこの「協同労働」に携わっており、その波は日本社会に着実に広がりつつ

あります。 

 しかしながら、日本は「協同労働」の協同組合制度を承認する他のＧ７各国と異

なり、働く人、利用者及び支援者が協同して新しい事業とその経営組織を生み出し、

また、振興するための法制度がない状況にあります。すでに、欧州では、「社会的

協同組合法」（イタリア）、「生産労働者協同組合法」（フランス）などの名称で、失

業や社会的排除、貧困に苦しむ市民や仕事を求める人々にとって、仕事おこし、地

域再生を図る有効な制度となっており、日本においても、国会での法制化の検討が

始まっております。 

 よって、国会及び政府においては、社会の実情を踏まえ、市民活動という側面の

みならず、新しい労働のあり方や就労の創出、地域の再生、少子・高齢社会に対応

する有力な制度として、「協同出資・協同経営で働く協同組合法」（仮称）を速やか

に制定するよう強く要望します。 

 以上、地方自治法第９９条の規定により、意見書を提出します。 

 平成  年  月  日 

長野県御代田町議会 

 提 出 先 

衆 議 院 議 長 殿 

参 議 院 議 長 殿 

内閣総理大臣 殿 

総 務 大 臣 殿 

厚生労働大臣 殿 

経済産業大臣 殿 

 以上です。 

〇議長（内堀千恵子君） 本案について、趣旨説明を求めます。 

 古越 弘町民建設経済常任委員長。 

（町民建設経済常任委員長 古越 弘君 登壇） 

〇町民建設経済常任委員長（古越 弘君） 趣旨説明を行います。 
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 いま、地域のさまざまな課題を解決するため、行政だけではなく、住民自身の力

に大きな期待がかかっています。その担い手は、ＮＰＯや協同組合、ボランティア

団体などの市民団体であり、その１つである協同労働の協同組合、労働者協同組合

は、働く者、市民が協同で出資し、協同で経営し、協同で働きながらコミュニティ

の再生を目指す地域的な事業や運動を起こしています。 

 事業内容は、介護・福祉サービスや子育て支援など、地域の人々の暮らしに必要

な事業や、障がい者・若者たちの就労支援の事業など、幅広くフリーターやワーキ

ングプアの受け皿としても期待されています。 

 しかし、我が国の法制度では、働くものが出資し経営するという協同労働の協同

組合には法的根拠がないため、社会的な理解が不十分な状況といえますが、一方で

は法整備の取り組みが広がっています。だれもが希望と誇りを持って働くことがで

き、安心と豊かさを実感できるコミュニティをつくることを目指す協同労働の協同

組合は、地域の市民自身による地域振興、就労創出を推進するために、その発展が

期待されることから、その根拠となる法律が必要と考えます。そこで、速やかな法

制度の制定に向け、意見書を提出するものです。 

 どうか、慎重にご審議のうえ、可決されますようお願いを申し上げて、趣旨説明

といたします。 

〇議長（内堀千恵子君） 以上で、趣旨説明を終わります。 

 これより、意見書案に対する質疑に入ります。 

 質疑のある方は挙手を願います。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

 質疑なしと認めます。 

 これをもって質疑を終結いたします。 

 お諮りいたします。 

 意見案第１号は、討論を省略し、直ちに採決に付したいと思います。 

 これにご異議ございませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

 異議なしと認め、討論を省略し、採決いたします。 

 本案は原案のとおり決するに賛成の諸君の挙手を求めます。 

（賛成者挙手） 



 ２１０

 挙手、全員であります。 

 よって、意見案第１号 「協同出資・協同経営で働く協同組合法」（仮称）の速

やかな制定を求める意見書案については、原案のとおり決しました。 

 

－－－日程第３０ 意見案第２号 原油価格高騰に伴う支援対策の拡充に 

                      関する意見書案について－－－ 

〇議長（内堀千恵子君） 日程第３０ 意見案第２号 原油価格高騰に伴う支援対策の拡

充に関する意見書案についてを議題といたします。 

 意見書案の朗読をいたします。 

 荻原謙一議会事務局長。 

（議会事務局長 荻原謙一君 登壇） 

〇議会事務局長（荻原謙一君） ８ページをお開きください。 

 意見案第２号 原油価格高騰に伴う支援対策の拡充に関する意見書案について 

 上記意見案を、御代田町議会会議規則第１４条の規定により、別紙のとおり提出

します。 

平成２０年９月１６日 

 御代田町議会議長 内堀千恵子様 

提出者  御代田町議会議員 古 越   弘 

賛成者  御代田町議会議員 武 井   武 

              荻 原 達 久 

              土 屋   実 

              内 堀 恵 人 

              朝 倉 謙 一 

              市 村 千恵子 

     原油価格高騰に伴う支援対策の拡充に関する意見書（案） 

 原油価格をはじめ、生活全般にわたる原材料価格の高騰、とりわけ、ガソリンや

灯油などの価格が異常に急騰し、食料品、電気・ガス料金なども軒並み引き上げら

れました。家庭においては、可処分所得の低下が消費の低迷を招くなど、国民生活

に深刻な影響を与えています。また、原油高騰により、農業、中小企業の経営環境

が悪化するなど、日本経済の先行きにとって大きな問題となっています。 



 ２１１

 国民の命につながる食料を供給するというわが町の基幹産業である農業も、価格

低迷が続くなか、肥料や資材の高騰で経営は危機的状況にあり、再生産が可能とな

るような効果的な対応策の実施が国策として講じる必要があります。 

 こうしたもとで政府は、原油高対策を実施しているものの、依然として国民生活

は厳しい状況にあることから、さまざまな農業形態であっても利用可能な実効性の

ある農業支援や国民への支援策を講じることは、喫緊の課題となっています。 

 そこで、以下の項目について強く要請いたします。 

 ① 地方自治体が実施している生活支援策に対し、財政支援を実施すること 

 ② 農家や中小業者への直接的支援の強化 

 ③ 適正な石油価格の安定化を図ること 

 以上、地方自治法第９９条の規定により、意見書を提出します。 

 平成  年  月  日 

長野県御代田町議会 

 提 出 先 

衆 議 院 議 長 殿 

参 議 院 議 長 殿 

内閣総理大臣 殿 

財 務 大 臣 殿 

総 務 大 臣 殿 

経済産業大臣 殿 

農林水産大臣 殿 

 以上です。 

〇議長（内堀千恵子君） 本案について趣旨説明を求めます。 

 古越 弘町民建設経済常任委員長。 

（町民建設経済常任委員長 古越 弘君 登壇） 

〇町民建設経済常任委員長（古越 弘君） 

 意見書案第２号の原油価格高騰に伴う支援対策の拡充に関する意見書（案）につ

いて趣旨説明をいたします。 

 原油価格の異常な高騰が続いており、ガソリンをはじめ食料品などの価格が異常

に急騰し、町民の暮らし、農業や中小企業など、地域経済にも重大な影響を与えて



 ２１２

います。そうした中で、自治体が行う福祉灯油の実施の継続や、原油価格高騰に対

する支援対策への補助を、強く要請するものです。 

 また、国民の命につながる食料を供給するという基幹産業である農業も、価格低

迷が続くなか、肥料や資材の高騰で、経営は危機的状況にあり、再生産が可能とな

るような効果的な対応策の実施が国策として講じる必要があります。 

 こうしたもとで政府は、原油高対策を実施しているものの、依然として国民生活

は厳しい状況にあることから、さまざまな農業形態であっても利用可能な実効性の

ある農業支援や、国民への支援を講じることは、喫緊の課題となっており、原油価

格高騰に伴う支援対策の拡充を強く求めるための意見書を提出するものです。 

 どうか慎重にご審議のうえ、可決されますようお願い申し上げて、意見書提出に

あたっての趣旨説明といたします。 

〇議長（内堀千恵子君） 以上で、趣旨説明を終わります。 

 これより、意見書案に対する質疑に入ります。 

 質疑のある方は挙手を願います。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

 質疑なしと認めます。 

 これをもって質疑を終結いたします。 

 お諮りいたします。 

 意見案第２号は、討論を省略し、直ちに採決に付したいと思います。 

 これにご異議ございませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

 異議なしと認め、討論を省略し、採決いたします。 

 本案は原案のとおり決するに賛成の諸君の挙手を求めます。 

（賛成者挙手） 

 挙手、全員であります。 

 よって、意見案第２号 原油価格高騰に伴う支援対策の拡充に関する意見書案に

ついては、原案のとおり決しました。 

 

－－－日程第３１ 発議第２号 御代田町議会会議規則の一部を改正する 

                          規則案について－－－ 



 ２１３

〇議長（内堀千恵子君） 日程第３１ 発議第２号 御代田町議会会議規則の一部を改正

する規則案についてを議題といたします。 

 発議案の朗読をいたします。 

 荻原謙一議会事務局長。 

（議会事務局長 荻原謙一君 登壇） 

〇議会事務局長（荻原謙一君） １０ページをお開きください。 

 発議第２号 御代田町議会会議規則の一部を改正する規則案について 

 上記議案を、御代田町議会会議規則第１４条の規定により、別紙のとおり提出し

ます。 

平成２０年９月１６日 

 御代田町議会議長 内堀千恵子様 

提出者  御代田町議会議員 朝 倉 謙 一 

賛成者  御代田町議会議員 栁 澤   治 

              中 山 美 博 

              市 村 千恵子 

       御代田町議会会議規則の一部を改正する規則（案） 

 御代田町議会会議規則（昭和６２年議会規則第４号）の一部を次のように改正す

る。 

 目次中「第１５章 議員派遣（第１１９条） 

     第１６章 補則（第１２０条）  」 を 

 「第１５章 全員協議会（第１１９条） 

  第１６章 議員派遣（第１２０条） 

  第１７章 補則（第１２１条）   」   に改める。 

 本文中、「第１５章」を「第１６章」に、「第１６章」を「第１７章」にそれぞれ

１章ずつ繰り下げ、第１１９条第１項中「第１００条第１２項」を「第１００条第

１３項」に改め、同条を１２０条とし、第１２０条を第１２１条とする。 

 第１４章の次に次の１章を加える。 

   第１５章 全員協議会 

 （全員協議会） 

第１１９条 法第１００条第１２項の規定により議案の審査又は議会の運営に関
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し協議又は調整を行うための場として、全員協議会を設ける。 

２ 全員協議会は、議員の全員で構成し、議長が招集する。 

３ 全員協議会の運営その他必要な事項は、議長が別に定める。 

   附 則 

 この規則は、公布の日から施行する。 

 以上です。 

〇議長（内堀千恵子君） 本案について趣旨説明を求めます。 

 朝倉謙一議会運営委員長。 

（議会運営委員長 朝倉謙一君 登壇） 

〇議会運営委員長（朝倉謙一君） それでは、提案理由を説明いたします。 

 地方自治法昭和２２年法律第６７号の一部を改正する法律平成２０年法律第

６９号の公布に伴い、法第１００条第１２項に、「議会は会議規則の定めるところ

により、議案の審査又は議会の運営に関し、協議又は調整を行うための場を設ける

ことができる」の規定が新たに設けられました。このことにより、議会活動として

の全員協議会を会議規則に規定するものであります。 

 どうか可決されますようお願い申し上げまして、提案説明を終わります。 

〇議長（内堀千恵子君） 以上で、趣旨説明を終わります。 

 これより、発議案に対する質疑に入ります。 

 質疑のある方は挙手を願います。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

 質疑なしと認めます。 

 これをもって質疑を終結いたします。 

 お諮りいたします。 

 発議案第２号は、討論を省略し、直ちに採決に付したいと思います。 

 これにご異議ございませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

 異議なしと認め、討論を省略し、採決いたします。 

 本案は原案のとおり決するに賛成の諸君の挙手を求めます。 

（賛成者挙手） 

 挙手、全員であります。 
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 よって、発議第２号 御代田町議会会議規則の一部を改正する規則案については、

原案のとおり決しました。 

 以上をもちまして、本定例会に付議されました案件の審議は、すべて終了いたし

ました。 

 これにて閉会にいたしたいと思います。 

 これにご異議ございませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

 異議なしと認めます。 

 

－－－町長あいさつ－－－ 

〇議長（内堀千恵子君） 閉会に先立ち、町長よりあいさつを求めます。 

 茂木祐司町長。 

（町長 茂木祐司君 登壇） 

〇町長（茂木祐司君） 平成２０年第３回御代田町議会定例会の閉会にあたりまして、ひ

と言ごあいさつを申し上げます。 

 議員の皆さまには、１２日間にわたり慎重にご審議をいただきまして、大変ご苦

労さまでした。 

 本議会に提案いたしましたすべての案件について、ご決定をいただきましたこと

に、心より感謝を申し上げます。 

 ご決定いただきました予算に基づく諸事業の執行にあたりましては、誠心誠意、

職員一丸となって進めさせていただきます。 

 また、本議会の中で、議員の皆さまからいただきました貴重なご意見やご提案、

またご批判に、真摯に耳を傾けて、今後の行政運営に務めてまいりたいと考えてお

ります。 

 ここで、御代田町の可燃ごみの処理について、町の方針を報告させていただきま

す。 

 私が議会招集のあいさつで申し上げましたように、当面する可燃ごみの処理につ

いては、佐久市と軽井沢町が運営する佐久クリーンセンターに委託をしていきたい

ということで、組合長である佐久市長さんに打診をして、検討していきたいという

回答をいただいたことから、今後、正式な協議を進めていくこととなりました。 
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 では、将来的な可燃ごみの処理はどうしていくのかということにつきましては、

御代田町の大方針として、佐久地域全体で１つの焼却場の建設が望ましいという立

場をすでに正式に表明をしております。これは、町民益を一番に考えての選択であ

ります。その場合、具体的にはどうするのか、その方向性があるのかということが

問題になります。そこで、御代田町の具体的な方針、考え方について明確にしたい

と思います。それは、佐久市が現在計画をして進めている、ごみ焼却場の建設に将

来参加したいということが、町としての具体的な考え方であります。このことが実

現すれば、将来にわたって可燃ごみを安定的にかつ財政的にも負担が少なく処理す

ることが可能となります。議会の皆さまを始め、町民の皆さまのご理解とご協力を

切にお願いする次第であります。 

 現在、大型台風１３号が各地で猛威を振るい、大きな被害を及ぼしております。

今後、日本に再上陸する可能性が高まっており、大きな災害にならなければと願っ

ております。 

 議員の皆さまにおかれましては、健康に十分ご留意いただきまして、いっそうご

活躍いただきますようご祈念を申し上げまして、あいさつとさせていただきます。

大変ありがとうございました。 

 

－－－閉  会－－－ 

〇議長（内堀千恵子君） これにて、平成２０年第３回御代田町議会定例会を閉会といた

します。 

 大変ご苦労さまでした。 

閉 会 午前１０時５８分 
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